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員

お
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水
女
子
大
学
教
授　

三　

浦　
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こ
の
講
座
は
、
中
東
・
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
の
生
活
を
、
歴
史
資
料

か
ら
描
く
と
い
う
狙
い
で
企
画
さ
れ
た
。
歴
史
資
料
の
多
く
は
、
知

識
人
や
官
僚
が
執
筆
し
た
も
の
で
、
王
侯
貴
族
の
動
向
、
政
治
史
が

中
心
で
あ
り
、
一
般
民
衆
の
生
活
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
る
こ
と
が
な

い
。
こ
の
講
座
で
は
、
契
約
や
裁
判
や
会
計
の
現
場
で
記
録
さ
れ
た

文
書
資
料
を
用
い
て
、
日
々
の
取
引
や
収
支
の
記
録
が
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
た
の
か
、
そ
こ
か
ら
生
活
の
一
端
を
切
り
出
し
て
み
る
。

　

か
つ
て
日
本
の
商
社
マ
ン
の
間
で
は
、「
ム
ス
リ
ム
は
都
合
が
悪
い

こ
と
が
あ
る
と
、
神
様
の
せ
い
に
し
て
、
契
約
を
守
ら
な
い
」
と
い

う
評
語
が
交
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
で
も
一
九
九
〇
年
代
ま
で

は
、
契
約
書
よ
り
も
個
人
間
の
信
頼
関
係
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、
コ
ー
ラ
ン
（
二
章
二
八
二
節
）
に
あ
る
よ

う
に
、
金
銭
の
貸
借
に
際
し
て
は
、
文
書
契
約
を
交
わ
し
争
い
を
さ

け
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
、
売
買
、
賃
貸
、
相
続
、
後
見
、
借
金
、
婚

姻
な
ど
個
人
間
の
取
引
に
お
い
て
は
、
証
人
二
名
を
た
て
て
、
契
約

文
書
を
交
わ
し
、
そ
れ
を
法
廷
に
登
記
し
て
い
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法

廷
に
は
、
こ
の
よ
う
な
契
約
の
記
録
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。

　

私
は
一
九
九
四
年
に
在
外
研
究
の
機
会
を
え
た
と
き
に
、
ダ
マ
ス

ク
ス
の
サ
ー
リ
ヒ
ー
ヤ
街
区
に
あ
っ
た
法
廷
の
記
録
（
台
帳
）
六
冊

（
一
九
世
紀
後
半
）
を
閲
覧
し
、
記
載
内
容
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
し

た
。
約
八
〇
〇
件
の
記
録
の
う
ち
、
売
買
四
二
％
、
賃
貸
借
一
五
％

と
い
っ
た
契
約
が
大
半
で
、
訴
訟
は
一
四
％
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
傾

向
は
一
八
世
紀
の
台
帳
で
も
同
様
で
、
法
廷
は
、
争
い
の
場
で
あ
る

よ
り
は
、
取
引
契
約
の
登
記
の
場
で
あ
っ
た
。
契
約
の
記
載
内
容
を

み
る
と
、
契
約
の
当
事
者
の
ほ
か
、
契
約
を
保
証
す
る
立
会
人
や
証

人
や
保
証
人
、
あ
る
い
は
女
性
や
未
成
年
者
の
場
合
は
代
理
人
を
た

て
、
そ
の
代
理
契
約
の
証
人
名
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
取
引
さ
れ
る

物
件
に
つ
い
て
は
、
種
類
（
土
地
、
商
店
、
用
具
、
果
樹
）、
所
在

（
市
―
街
区
―
小
路
、
四
囲
）、
内
容
（
中
庭
、
部
屋
、
水
利
、
通
行

権
）、
割
合
、
来
歴
（
相
続
、
売
買
、
そ
の
証
明
）
ら
が
事
細
か
に
記

録
さ
れ
て
い
る
。
物
件
の
ほ
と
ん
ど
は
不
動
産
で
あ
り
、
動
産
の
日

常
的
な
取
引
は
文
書
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
不
動
産
の
取

引
や
相
続
に
あ
た
っ
て
は
、
文
書
契
約
を
交
わ
し
、
法
廷
に
登
記
す

る
こ
と
で
、
将
来
の
紛
争
を
防
ぐ
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
、
物
を
所
有
で
き
る
の
は
個
人
で
あ
り
、
家
や

四
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法
人
は
不
可
で
、
ま
た
分
割
相
続
が
原
則
で
あ
る
た
め
に
、
不
動
産

の
権
利
は
分
割
・
共
有
さ
れ
る
。
物
自
体
の
所
有
権
と
そ
の
使
用
権

（
用
益
権
）
が
分
離
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
ひ
と
つ
の
土
地
に
、

重
層
的
な
権
利
と
複
数
の
権
利
者
が
い
る
こ
と
が
普
通
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
権
利
を
契
約
で
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
事
業
が
行
わ
れ
た
。
そ

れ
を
保
証
す
る
も
の
が
、
証
人
で
あ
り
、
法
廷
で
あ
っ
た
。

　

争
い
が
お
き
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
の
か
。
イ
ス
ラ
ー

ム
法
廷
で
は
、
挙
証
責
任
は
ま
ず
原
告
に
あ
り
、
証
人
二
名
が
証
言

す
れ
ば
勝
訴
と
な
る
。
証
人
が
立
て
ら
れ
な
い
と
き
は
、
宣
誓
と
い

う
手
段
を
と
り
、
こ
こ
で
は
被
告
が
宣
誓
す
れ
ば
勝
訴
、
宣
誓
が
で

き
な
い
と
き
は
原
告
が
宣
誓
す
れ
ば
勝
訴
と
な
る
。
つ
ま
り
原
告
と

被
告
の
間
で
交
互
に
、
立
証
の
機
会
が
あ
り
、
裁
判
官
は
議
長
役
に

す
ぎ
な
い
。
サ
ー
リ
ヒ
ー
ヤ
法
廷
で
も
、
あ
る
い
は
他
の
法
廷
の
記

録
で
も
、
こ
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
裁
判
が
行
わ
れ
て
お
り
、
大
半
は

原
告
が
証
人
を
立
て
て
勝
訴
す
る
。
他
方
で
、
当
事
者
が
地
元
の
名

士
を
訪
ね
、
調
停
に
よ
っ
て
解
決
す
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ

う
な
場
合
で
も
法
廷
で
記
録
を
残
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
法
世
界
で
は
、
当
事
者
の
取
引
・
契
約
を
保
証
す
る

基
本
は
、
証
人
あ
る
い
は
調
停
者
と
い
う
第
三
者
で
あ
る
。
逆
に
い

え
ば
、
第
三
者
が
介
在
し
な
け
れ
ば
、
取
引
や
事
業
が
で
き
ず
、
人
々

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
に
な
る
。
他
方
で
、
原
告
は
証
人
を
た
て

れ
ば
、
不
当
な
提
訴
で
あ
っ
て
も
勝
訴
で
き
る
。
実
際
に
、
一
五
世

紀
の
カ
イ
ロ
や
一
九
世
紀
の
ダ
マ
ス
ク
ス
で
は
、
賄
賂
を
つ
か
っ
て

証
人
や
裁
判
官
を
買
収
す
る
と
い
っ
た
行
為
が
横
行
し
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
負
の
側
面
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
た
の
か
。
一
九
世
紀
前
半

に
ダ
マ
ス
ク
ス
の
法
廷
を
傍
聴
し
た
英
国
領
事
は
、「
観
客
や
聴
衆

…
…
の
存
在
は
、
あ
や
ま
っ
た
裁
定
の
最
大
の
チ
ェ
ッ
ク
で
あ
る
。

視
線
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
、
唇
の
動
き
な
ど
で
」
わ
か
る
と
記
述
し
て

い
る
。
真
っ
赤
な
嘘
を
堂
々
と
つ
け
ば
勝
訴
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
住
民
の
間
で
の
信
用
を
失
い
、
長
期
的
に
は
損
を
す
る

の
で
あ
る
。

　

ド
イ
ツ
の
社
会
学
者
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
廷
の

裁
判
は
、
当
事
者
の
衡
平
を
考
量
す
る
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

の
一
義
的
な
法
に
よ
る
合
理
的
裁
判
と
対
置
し
た
。
法
廷
文
書
か
ら

は
、
形
式
合
理
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
も
と
づ
き
つ
つ
、
第
三
者
の

調
整
に
よ
る
衡
平
の
追
求
が
見
て
取
れ
る
。
日
本
近
世
で
は
、「
大
岡

裁
き
」
と
呼
ば
れ
る
状
況
に
応
じ
た
法
の
解
釈
が
民
心
を
得
た
。
中

国
清
代
の
民
事
訴
訟
で
は
、
一
義
的
な
法
は
存
在
せ
ず
、「
情
理
」
が

重
ん
じ
ら
れ
た
。
契
約
と
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
い
て
、
自

由
な
意
志
と
異
な
る
利
害
を
も
つ
個
人
を
結
ぶ
も
の
で
あ
り
、
不
安

定
な
要
因
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
契
約
は
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
一
方
的
な
規
格
化
は
か
え
っ
て
衝
突
を
激
化
さ
せ
る
。
グ

ロ
ー
バ
ル
化
社
会
で
は
、
互
い
の
「
契
約
の
文
化
」
を
理
解
し
あ
う

必
要
が
あ
る
。
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